
資料２ 
 

評価期間に関する平成 13年検討会の検討内容 

（「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」議事録（抜粋）） 
 

 

第 11回 平成 13年８月 28日 
 

○座長 （略）106頁の一番下の「３～６か月とすることで十分と考える」という記述になっていた

が、３か月でも５か月でもいいというように取れることから、「６か月程度」と修正した。また、

６か月より前の資料については、付加的に評価するという表現で加えておいた方が全体をみると

いう立場からいいのではないかと思う。 

○参集者 請求者等の聴取などを慎重に行い、6 か月より前の内容については、必要があれば付加的

に考慮するとした方がいい。 

 

○参集者 資料 No.59 の図の例２の場合で、２か月平均で 80時間、それに満たない場合は順次延ば

していき、最長６か月まで評価することは、被災労働者に対して、最も有利なケースをとると理

解してよいのか。 

○座長 ６か月間ずっとということではなく、例２の上のように、発症前の２か月間に残業が多く

なった場合には、それなりの疲労が発症時に残っていると判断し、このように整理した。 

○参集者 資料 No.59 の１と３の中間の場合を、どのようにみるかということが大きな課題になる。

これは発症前６か月前にかなりの残業を行っているが、あとはそれほど残業を行っていない場合、

6 か月前の疲労の蓄積は、だんだん減衰していくものだろう。 

○参集者 例２で２か月平均で 80時間とすると、２か月持ちこたえた人は業務上にされる可能性が

高く、１か月しか持たなかった人は業務上にされる可能性が低くなってしまうこととならないか。

１か月前までが残業がなく、その月だけ残業が 80 時間で倒れたというと、時間外労働は２か月平

均すると 40 時間となる。100 時間に達すれば、業務との関連性が強いということになるが、100

まで行かなかったがために、しかも１か月しか持たなかったために、業務との関連性が弱いとさ

れてしまう。バランスを失しないか。 

○座長 評価は、総合評価である。 

○参集者 80 時間に統一し、残業時間が 80 時間を超えていれば関連性が強いとした方がいいので

はないか。そうすれば、微妙な問題が起きなくていいのではないか。 

○座長 時間外労働 80 時間の状態が 1 か月間継続しても「特に」というレベルまで行かないが、2

か月平均してあれば、「特に」になるという考え方である。 

○参集者 資料 No.59 の表で示そうとしていることは、長期間にわたる業務の過重負荷と脳・心臓

疾患の発症との関係であり、長期間の過重負荷に限っている。 

○参集者 現行認定基準は、発症に近ければ近いほど影響が強いという考え方であるが、今回の見

直しは疲労の蓄積を考慮することから、なるべく発症に近いところから考えるものではなく、例

２の下の方を中心に書く方がいいのではないか。 

○座長 発症に近いほど影響が強いというのは、医学的に間違いではない。１か月で 100 時間とい

うのは、週２日休んで、１日５時間の時間外労働を行った場合である。かなり余裕を持って認め

ていると思う。 

 

 

第 12回 平成 13年 11月 15日 
 

○座長 ここは評価期間を示しているところである。すなわち、この期間は調査期間を示すことに

もなる。文献によると、今までの調査が大体発症前２、３か月が中心であることを踏まえ、検討

の結果、評価期間として６か月間で十分であるとした。ただ、文献の中には、調査期間が１年ぐ

らいのものもあることから、発症前６か月より前の就労実態を示す明確な資料がある場合には、

それも付加的に評価すべきであるとしたところである。よろしいか。 

○参集者全員 （発言なし）  

33



 

平成 13年 脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書（抜粋） 

 

 

34


